
新型コロナウイルス感染症にかかわる医療・介護・福祉・保育事業所等 

への支援強化を求める意見書 

 

長引くコロナ禍で、医療・介護・福祉・保育現場の負担が増えており、病気休暇や退職者が増え、

ますます人手不足が悪化しています。感染拡大の影響による経営悪化から、職員の賃金カットに

つながる事例も起こっています。医療や介護、福祉、保育は、大変公共性の高い分野であり、本

来は事業所の運営や、安全・安心な職員体制、働く労働者の処遇の確保は国の責任で行われる

べきです。医療・介護・福祉・保育職員が安心して働き続けられ、地域の医療・介護・福祉・保育施

設の経営を守るために、公的な財政措置を含めた支援の強化を図るよう、下記の事項について国

に要望します。 

 

１．医療機関や介護・福祉・保育事業所に対し、新型コロナウイルス感染症に関する減収に対して

の補填をしてください。医療機関や介護・福祉事業所が倒産・廃業にならないように、少なくと

もコロナ禍以前の実績にもとづき診療報酬や介護報酬の概算払いをしてください。概算払いは、

利用者負担を発生させない国独自の補助としてください。 

２．今後、新型コロナウイルスやその他の感染症のパンデミックにそなえ、地域医療構想に基づく

病床の削減や安易な機能転換を行わず、感染症病床を増床し確保してください。 

３．医療・介護・福祉・保育職員の人員確保・離職防止のため、処遇を改善してください。「養成」・

「復職支援」・「定着促進」を行うため、抜本的に予算・補助金を増額し、職員を増員してくださ

い。 

４．マスクや消毒用アルコール液など、標準予防策に必要な資材がすべての医療機関、介護・福

祉・保育事業所に行き渡るようにしてください。また、安定的に確保・供給を図るため、利用者

負担が増えない形で財政措置を強化し、介護・障害も対象とした「かかり増し経費」への補助を

継続してください。 

５．医療従事者だけでなく、すべての希望する介護・福祉・保育職員にもワクチンを優先接種して

ください。ワクチン接種を望まない人への強制やハラスメントが起こらないよう、発信を強化して

ください。医療・介護・福祉・保育職員の PCR検査を公費で定期的に実施してください。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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